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会         議        記         録 

会 議 の 名 

称 

決算特別委員会 

環境市民厚生分科会 

会議場所 全員協議会室 

担当職員 小野 

日 時 令和５年９月１９日（火曜日） 
開 議   午前 １０時 ００分 

閉 議   午後  １時 ２７分 

出席委員 ◎大塚 ○冨谷 大西 大石 土岐 梅本 平本 西口 （菱田） 

理事者 

出席者 

【健康福祉部】亀井部長 

 [地域福祉課] 田端課長、中野生活支援担当課長、藤田福祉総務係長 

【こども未来部】中川部長 

 [子育て支援課] 川田課長、中村母子事業担当課長、井尻副課長、 

         西村子どもファースト推進係長 

事務局 小野主任 

傍聴者 市民 ０名 報道関係者 ０名 議員 ０名 

 
 

会  議  の  概  要 
 
 

 

１ 開会 

 

２ 事務事業評価 

 

 [理事者入室] こども未来部 

 

（１）要保護児童対策経費 

 

＜こども未来部長＞ 

 （あいさつ） 

＜子育て支援課長＞ 

 （資料に基づき説明） 

～１０：２３ 

[質疑] 

＜大西委員＞ 

 亀岡市要保護児童対策地域協議会の設置要綱などはあるのか。 

＜子育て支援課長＞ 

 亀岡市要保護児童対策地域協議会設置要綱がある。 

＜大西委員＞ 

 協議会の構成メンバーは。 

＜子育て支援課長＞ 

 京都府家庭支援センター、京都府南丹保健所、亀岡警察署、小・中・義務教

育学校・高校の代表、亀岡市社会福祉協議会、医師会、保育園長会の代表、
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幼稚園長会の代表、自治会連合会の代表、亀岡市青少年育成地域活動協議会

の代表、亀岡市ＰＴＡ連絡協議会の代表、亀岡市民生委員児童委員協議会の

代表、社会福祉法人青葉学園、人権擁護委員の代表、教育部長、こども未来

部長、公立保育保・幼稚園・こども園の代表である。 

＜大石委員＞ 

 健康福祉部が入っていない理由は。 

＜子育て支援課長＞ 

 庁内連携ができているため、市長部局としてはこども未来部長が構成員とな

っている。 

＜大石委員＞ 

 庁内連携ができているということは、定期的に会議などを行っており、横断

的な権限が与えられているということなのか。 

＜子育て支援課長＞ 

 児童虐待については、個人情報の保護を徹底する中で、庁内横断的に取り組

んでいる。代表者会議以外にも実務者会議や個別のケース会議を実施し、必

要に応じて現場で対応していただいている保健師などの専門職にも会議に

参加していただくこともある。 

＜土岐議員＞ 

 今後、家庭相談員は何人確保する予定なのか。 

＜子育て支援課長＞ 

 現在、家庭相談員は７人おり、社会福祉士、精神保健福祉士、教職員免許状

所持者、幼稚園教諭免許所持者、公認心理師など、専門的な知識を有する方

が常時６人いる体制としている。今の時点では現体制で対応できていると考

えており、児童虐待の件数が増加するような傾向があったり、今後の取組を

検討する中で人数も検討していきたい。 

＜梅本委員＞ 

 こども宅食で家庭に訪問される業者に教育などを行っていると思うが、主旨

や方法を示すガイドラインなどはあるのか。 

＜子育て支援課長＞ 

 こども宅食事業のガイドラインを作成しており、こども宅食連絡協議会で事

業者に主旨や方法を説明している。 

＜梅本委員＞ 

 ガイドラインを説明した事業者が、実際に配達する方に指導・教育されたと

いう記録はもらっているのか。 

＜子育て支援課長＞ 

 そういった記録はいただいていない。 

＜梅本委員＞ 

 実際に現場に行かれる方に、ガイドラインで示した内容が身についているか

ということは非常に大切なことであるため、この取組の質の向上を図るため

にも、こういったスキルの管理も行っていただきたい。 

＜平本委員＞ 

 児童虐待の通報件数について、新規通報件数と家庭相談員が管理されている
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件数は。 

＜子育て支援課長＞ 

 令和４年度の新規通報件数は２０７件であり、亀岡市要保護児童対策地域協

議会が管理されている件数は３３１件である。 

＜平本委員＞ 

 新規通報件数の内容の内訳は。 

＜子育て支援課長＞ 

心理的虐待５２％、ネグレクト２６％、身体的虐待２１％、性的虐待１％で

ある。 

＜平本委員＞ 

 子どもファーストは市長が注力しているが、マンパワーは足りているのか。 

＜こども未来部長＞ 

 現在の人員で充足しているとは考えていない。関係部署や関係機関と連携す

る中で、マンパワーを補っていきたい。将来的には職員の増員など、体制の

整備も図っていきたい。 

＜平本委員＞ 

ＢＣｏｍｅの建物が増床されたと伺ったが、実際は大変狭い中で仕事をされ

ている。今後、環境を改善する見通しはあるのか。 

＜こども未来部長＞ 

 今年度中に一部の部署を２階に移動させ、環境の改善を図っていく。 

＜西口委員＞ 

 子育て支援の中で、虐待などを行う親への教育を行う制度はないのか。 

＜子育て支援課長＞ 

 京都府家庭支援センターが行っているプログラムや個別ペアレントトレー

ニングのようなものはあるが、そこまでつながっていくケースは多くないと

考えている。親も元々は子どもであり、どのような環境の中で育ってきたか

という部分も影響があると考える。具体的な子育ての困り感に対しては、母

子保健に関する関係部署と連携しながら丁寧に関わっている。 

＜西口委員＞ 

 虐待によって子どもが緊急避難を余儀なくされた件数と復帰した件数は。 

＜子育て支援課長＞ 

 一時保護した件数は９件である。一時保護された方は、家庭に復帰したケー

スやそのまま施設に入られるケース、施設に入ってから高校入学のタイミン

グで家庭に帰られるケースなど、その後の対応は様々である。 

＜西口委員＞ 

 施設に入った後は、市としてどのようなフォローができるのか。 

＜子育て支援課長＞ 

 施設を退所される場合には、児童相談所の担当者が地元の家庭相談員や母子

保健の保健師と連携して丁寧に対応している。 

 

 

[評価] 
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＜大塚委員長＞ 

各委員は個人採点について、順次報告願う。 

・西口委員 

必要性：４点、妥当性：４点、効率性・費用対効果：４点、成果：４点 

・平本委員 

必要性：５点、妥当性：５点、効率性・費用対効果：５点、成果：４点 

・大石委員 

必要性：４点、妥当性：４点、効率性・費用対効果：４点、成果：４点 

・梅本委員 

必要性：５点、妥当性：４点、効率性・費用対効果：３点、成果：３点 

・土岐委員 

必要性：５点、妥当性：４点、効率性・費用対効果：４点、成果：３点 

・大西委員 

必要性：４点、妥当性：４点、効率性・費用対効果：３点、成果：４点 

・冨谷副委員長 

必要性：５点、妥当性：５点、効率性・費用対効果：４点、成果：４点 

 

[総合評価結果のまとめ] 

＜大塚委員長＞ 

１００点換算した結果、分科会としての点数は８２点となり、評価基準は「４

良好である」となった。この評価点数・評価基準を踏まえて、総合評価結果

について協議を行いたいと思うが、意見はあるか。 

＜大西委員＞ 

 非常に大事な取組であるため、人員を増やし継続的に事業を充実していただ

きたいと考えるため「拡充」としてはどうか。 

＜平本委員＞ 

 こども宅食事業も含め、この事業は児童虐待の未然防止・早期発見、また子

どもの貧困対策として非常に有効であるため「拡充」としたい。成果が出て

いるため、マンパワー的な意味も含めて拡充していただきたい。 

＜大石委員＞ 

 対象となる子どもが減っていくことが望ましいが、この事業が十分に浸透し

ていないとのことであったため「拡充」とし、しっかりと取組を進めていた

だきたい。 

＜冨谷委員＞ 

 子どもたちの生命に関わる大切な事業であるため「拡充」とし、人材確保・

体制の充実を図っていただきたい。 

＜大塚委員長＞ 

 要保護児童対策経費の評価結果は「拡充」とする。評価に附帯する意見はあ

るか。 

＜平本委員＞ 

 短期・中期・長期と計画性をもって取組を行い、成果・課題を明確化する中

で、課題解決に向け体制の強化を図っていただきたい。 
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＜大西委員＞ 

 事業内容や体制、所管に分かりにくい部分があるため、さらに事業を「見え

る化」し、庁内や関係機関と円滑に連携・情報共有できる仕組みをつくって

いただきたい。 

＜こども未来部長＞ 

 支援を必要とする子どもに対して、社会全体の意識も変わりつつある状況で

あると思っている。亀岡市としても、その状況に対応するための体制強化、

計画の見える化を行う中で、しっかりと取組を進めていきたい。 

 

[理事者退室] こども未来部 

 

＜ 休憩 １１：１０～１１：１５ ＞ 

 

[理事者入室] 健康福祉部 

 

（１）重層的支援体制整備事業経費 

 

＜健康福祉部長＞ 

（あいさつ） 

＜地域福祉課長＞ 

（資料に基づき説明） 

～１１：２６ 

[質疑] 

＜大西委員＞ 

 他機関協働の支援の詳細は。 

＜地域福祉課長＞ 

 本人の同意を得て支援を行う会議体の重層的支援会議と本人の同意がない

中でも守秘義務をもって支援を行う支援会議の２種類がある。重層的支援会

議では、アウトリーチを通じた継続的支援を行っており、支援会議では、本

人の支援の同意がない中で、様々な機関から情報を得てアプローチの方法な

どを検討している。 

＜大西委員＞ 

 本人の同意が得られないケースは難しい事例になると考えるが、支援を行う

にあたり、どのような工夫を行っているのか。 

＜地域福祉課長＞ 

 自ら相談の窓口に来られない方を把握することが一つ目の課題となってお

り、ライフライン事業者と言われる宅食宅配や銀行、いろいろな事業所に異

変があった際には通報していただく仕組みや、民生委員・児童委員など地域

の見守りの目を増やして情報が入りやすくするような取組を行っている。次

に、どのように支援につなげるかということが課題となっているが、本人に

課題意識がなく、支援が不要であるという認識の方もおられる。そのような

方も放置することはできないため、まずは遠巻きに見守ることになる。なか
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なか解決の糸口や支援に結び付けることは難しいが、継続的に途切れること

がないよう支援を進めている。 

＜大石委員＞ 

 関係４課会議とはどこの部署か。 

＜地域福祉課長＞ 

 生活困窮を所管する地域福祉課、高齢分野を所管する高齢福祉課、障がい分

野を所管する障がい福祉課、子ども分野を所管する子育て支援課で構成して

おり、現在は健康増進課と保育課を加えた６課協議という形で実施している。 

＜大石委員＞ 

 関係４課会議の実施回数は。 

＜地域福祉課長＞ 

 令和３年度は４回、令和４年度は支援会議や重層的支援会議などで上がった

課題のうち、共有すべきものがあった場合には、関係４課会議を開催してい

る。 

＜梅本委員＞ 

 重層的支援体制整備事業を実施するにあたって、スキルマップを導入し事業

に携わる方の知識やスキルの管理、教育は行ってはどうか。 

＜地域福祉課長＞ 

 重層的支援体制を構築する上で人材育成は非常に重要な要素であり、福祉分

野をはじめとした職員のスキルアップを図るための研修を行っている。 

＜平本委員＞ 

 移行準備事業の中で見えてきた、庁内連携の課題は何か。 

＜地域福祉課長＞ 

 担当の職員に頼ってしまうと、人事異動などによって職員が変わった際に、

考え方や進め方が変わってしまうため、関係者・関係機関と情報共有・連携

することで組織として一貫性をもった対応ができるかが一つの課題である。 

＜平本委員＞ 

 高齢者、障がい者、子育て支援には、性質が似た助成制度があるが、重層的

支援を行うにあたり、制度を精査する考えはあるのか。 

＜地域福祉課長＞ 

 重層的支援制度を進めるにあたり、補助金などの一本化は必要になると考え

ている。ニーズにもよるが、様々な課題に対応するため、いろいろな工夫を

する中で、制度は多様な形になると考えられる。 

＜梅本委員＞ 

 重層的支援体制整備事業の亀岡モデルには、既にアドバイザリーチームがあ

るが、現状の体制で事業を進めていくのか。 

＜地域福祉課長＞ 

 この事業は、地域の事情や社会情勢に応じて変化することが求められるため、

必要に応じて体制を変えることはあると考える。 

＜土岐委員＞ 

 アドバイザリーチームは、多岐にわたる事業や他機関との連絡・調整を行う

中心的な役割を担っているのか。 
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＜地域福祉課長＞ 

 各組織間の調整などは、福祉なんでも相談が中核機関として行っているが、

事業の実施方法や専門的な知見について、アドバイザリーチームから支援や

助言をいただきながら進めている。 

＜西口委員＞ 

 亀岡市は、様々な分野で特色や課題が多いと考えており、この特色を生かす

ため、柔軟に対応できる体制を整備するべきであると考えるがどうか。 

＜地域福祉課長＞ 

 この事業の本格実施に向けた課題は多いと考えるが、他機関と協働する中で、

対象者にどのように寄り添い支援するのか、社会とのつながりをどのように

作っていくのか、社会資源や地域の取組などを活用し解決していきたい。 

 

[評価] 

＜大塚委員長＞ 

各委員は個人採点について、順次報告願う。 

・西口委員 

必要性：５点、妥当性：５点、効率性・費用対効果：４点、成果：４点 

・平本委員 

必要性：５点、妥当性：５点、効率性・費用対効果：３点、成果：２点 

・大石委員 

必要性：５点、妥当性：５点、効率性・費用対効果：４点、成果：３点 

・梅本委員 

必要性：５点、妥当性：５点、効率性・費用対効果：３点、成果：２点 

・土岐委員 

必要性：５点、妥当性：４点、効率性・費用対効果：３点、成果：２点 

・大西委員 

必要性：５点、妥当性：４点、効率性・費用対効果：４点、成果：３点 

・冨谷副委員長 

必要性：５点、妥当性：５点、効率性・費用対効果：３点、成果：３点 

 

[総合評価結果のまとめ] 

＜大塚委員長＞ 

１００点換算した結果、分科会としての点数は７９点となり、評価基準は「４

良好である」となった。この評価点数・評価基準を踏まえて、総合評価結果

について協議を行いたいと思うが、意見はあるか。 

＜大石委員＞ 

 重層的支援を行う中で、関係機関との連携や情報共有は非常に重要なことで

あるため「拡充」としてはどうか。 

＜梅本委員＞ 

 事業のマネージメントを行う人材の確保や育成の必要性を感じるため「拡

充」としてはどうか。 

＜土岐委員＞ 
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 この事業の本格実施にあたって、福祉なんでも相談窓口とアドバイザリーチ

ームの連携や体制強化が重要であるため「拡充」としてはどうか。 

＜平本委員＞ 

 準備事業の中で見えてきた様々な課題があると思うが、本格実施に向けてブ

ラッシュアップしていただいていると思うので「現状維持」とし、引き続き

よりよい事業となるよう取り組んでいただきたい。 

＜大西委員＞ 

 大切な事業であると思うが「見直しの上継続」とし、様々な課題が見えてき

た中で、関係機関との連携や人材のスキルアップに向け、具体的な取組方法

を検討してはどうか。 

＜西口委員＞ 

 本格実施に向け、課題解決に向けた準備を十分に行っていただくため「拡充」

としたい。 

＜冨谷副委員長＞ 

 本格実施に向け、支援する受け皿の確保や地域づくり、新たな資源の創出が

必要であるため「拡充」としたい。 

＜大塚委員長＞ 

 重層的支援体制整備事業経費の評価結果は「拡充」とする。評価に附帯する

意見はあるか。 

＜平本委員＞ 

 １番の課題は、行政が今まで苦手としていた庁内連携であると考えている。

誰が指揮をとるのかといったことも含めて慎重に検討していただきたい。 

＜梅本委員＞ 

 事業全体や所管がわかりにくいため、制度を利用される市民にもわかりやす

く伝えるため、積極的に制度の見える化を図っていただきたい。 

＜大石委員＞ 

 行政だけではなく、地元や民生委員・児童委員などとも連携できる仕組みづ

くりを行っていただきたい。 

＜大西委員＞ 

 亀岡モデルを見る中で、事業の大きな流れは理解するが、誰が見てもつなが

りが理解できるよう事業の見える化を図っていただきたい。また、人事異動

があることは理解するが、重層的支援体制が定着するまで、経験がある人材

の確保をお願いしたい。 

＜健康福祉部長＞ 

 重層的支援体制の整備にあたり、人材の確保・育成には課題があると感じて

いる。令和６年度からの本格実施に向け、長期的に途切れることなく、相談

者に寄り添いながら支援ができるよう、持続可能な支援体制の構築について

検討している。一方で、行政だけで解決することが困難なこともあるため、

既存のネットワークや専門職、支援機関などの協力を得ながら柔軟に体制を

整えていきたいと考えている。本日いただいた意見は、重層的支援体制だけ

ではなく、日頃からそういった視点をもって関係機関と連携し対応していき

たい。 
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[理事者退室] 健康福祉部 

 

＜ 休 憩 １２：２２～１３：１５ ＞ 

 

４ 討論～分科会採決 

 

[討論] 

＜大西委員＞ 

 第４号議案、令和４年度亀岡市一般会計決算認定について、反対の立場で討

論する。木育ひろばは、市民が使いやすくなるよう運営の方法を改善するべ

きであるため不認定とする。 

 

[採決] 

第４号議案（一般会計） 挙手 多数 認定（反対：大西） 

第５号議案（国保）   挙手 全員 認定 

第６号議案（休日診療） 挙手 全員 認定 

第７号議案（介護保険） 挙手 全員 認定 

第８号議案（後期高齢） 挙手 全員 認定 

第１３号議案（病院）  挙手 全員 認定 

 

[指摘要望事項なし] 

 

＜大塚委員長＞ 

 決算全体会の環境市民厚生分科会委員長報告、事務事業評価のまとめは、こ

れまでの審査内容を踏まえて調整するので正副委員長に一任願う。次回は、

９月２１日（木）午前１０時から分科会を開催し、委員長報告の確認などを

行う。 

 

散会 ～１３：２７ 


